
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
な
ら

び
に
電
気
工
事
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
三
条
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項

第
一
号
お
よ
び
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
な
ら
び
に
同
法
お
よ
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
工
事
士
法
施

行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
お
よ
び
電
気
工
事
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
で

使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
自
家
用
電
気
工
作
物
か
ら
除
か
れ
る
電
気
工
作
物
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
自
家
用
電
気
工
作
物
は
、
発
電
所
、
蓄
電
所
、
変
電

所
、

大
電
力
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
需
要
設
備
、
送
電
線
路
（
発
電
所
相
互
間
、
蓄
電
所
相
互
間
、
変
電
所

相
互
間
、
発
電
所
と
蓄
電
所
と
の
間
、
発
電
所
と
変
電
所
と
の
間
又
は
蓄
電
所
と
変
電
所
と
の
間
の
電
線
路
（
専

ら
通
信
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
開
閉
所
そ
の
他
の
電
気
工
作
物
を

い
う
。
）
及
び
保
安
通
信
設
備
と
す
る
。

（
軽
微
な
作
業
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

イ
　
電
線
相
互
を
接
続
す
る
作
業
（
電
気
さ
く
（
定
格
一
次
電
圧
三
百
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
つ
て
感
電
に
よ
り
人

体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
出
力
電
流
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
気
さ
く
用
電
源
装
置

か
ら
電
気
を
供
給
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
電
線
を
接
続
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
が
い
し
に
電
線
（
電
気
さ
く
の
電
線
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
電
線
を
除
く
。
ハ
、
ニ
及
び
チ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

ハ
　
電
線
を
直
接
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
（
が
い
し
を
除
く
。
）
に
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

ニ
　
電
線
管
、
線

ぴ樋
、
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
に
電
線
を
収
め
る
作
業

ホ
　
配
線
器
具
を
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
に
取
り
付
け
、
若
し
く
は
こ
れ
を
取
り
外
し
、
又
は
こ
れ
に
電
線
を

接
続
す
る
作
業
（
露
出
型
点
滅
器
又
は
露
出
型
コ
ン
セ
ン
ト
を
取
り
換
え
る
作
業
を
除
く
。
）

ヘ
　
電
線
管
を
曲
げ
、
若
し
く
は
ね
じ
切
り
し
、
又
は
電
線
管
相
互
若
し
く
は
電
線
管
と
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の

附
属
品
と
を
接
続
す
る
作
業

ト
　
金
属
製
の
ボ
ッ
ク
ス
を
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
に
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

チ
　
電
線
、
電
線
管
、
線

ぴ樋
、
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
が
造
営
材
を
貫
通
す
る
部
分
に
金
属
製
の

防
護
装
置
を
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

リ
　
金
属
製
の
電
線
管
、
線

ぴ樋
、
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
又
は
こ
れ
ら
の
附
属
品
を
、
建
造
物
の

メ
タ
ル
ラ
ス
張
り
、
ワ
イ
ヤ
ラ
ス
張
り
又
は
金
属
板
張
り
の
部
分
に
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
ら
を
取
り
外
す

作
業

ヌ
　
配
電
盤
を
造
営
材
に
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

ル
　
接
地
線
（
電
気
さ
く
を
使
用
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
家
用
電

気
工
作
物
（
自
家
用
電
気
工
作
物
の
う
ち

大
電
力
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
需
要
設
備
に
お
い
て
設
置
さ

れ
る
電
気
機
器
で
あ
つ
て
電
圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
取
り
付
け
、
若
し
く
は

こ
れ
を
取
り
外
し
、
接
地
線
相
互
若
し
く
は
接
地
線
と
接
地
極
（
電
気
さ
く
を
使
用
す
る
た
め
の
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を
接
続
し
、
又
は
接
地
極
を
地
面
に
埋
設
す
る
作
業

ヲ
　
電
圧
六
百
ボ
ル
ト
を
超
え
て
使
用
す
る
電
気
機
器
に
電
線
を
接
続
す
る
作
業

二
　
第
一
種
電
気
工
事
士
が
従
事
す
る
前
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
を
補
助
す
る
作
業

２
　
法
第
三
条
第
二
項
の
一
般
用
電
気
工
作
物
等
の
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

イ
　
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
及
び
ヲ
に
掲
げ
る
作
業

ロ
　
接
地
線
を
一
般
用
電
気
工
作
物
等
（
電
圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
使
用
す
る
電
気
機
器
を
除
く
。
）
に
取
り

付
け
、
若
し
く
は
こ
れ
を
取
り
外
し
、
接
地
線
相
互
若
し
く
は
接
地
線
と
接
地
極
と
を
接
続
し
、
又
は
接
地

極
を
地
面
に
埋
設
す
る
作
業

二
　
電
気
工
事
士
が
従
事
す
る
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
を
補
助
す
る
作
業

（
特
殊
電
気
工
事
）

第
二
条
の
二
　
法
第
三
条
第
三
項
の
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
特
殊

な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ネ
オ
ン
用
と
し
て
設
置
さ
れ
る
分
電
盤
、
主
開
閉
器
（
電
源
側
の
電
線
と
の
接
続
部
分
を
除
く
。
）
、
タ
イ
ム

ス
イ
ッ
チ
、
点
滅
器
、
ネ
オ
ン
変
圧
器
、
ネ
オ
ン
管
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
係
る
電
気
工
事
（
以
下
「
ネ

オ
ン
工
事
」
と
い
う
。
）

二
　
非
常
用
予
備
発
電
装
置
と
し
て
設
置
さ
れ
る
原
動
機
、
発
電
機
、
配
電
盤
（
他
の
需
要
設
備
と
の
間
の
電
線

と
の
接
続
部
分
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
係
る
電
気
工
事
（
以
下
「
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工

事
」
と
い
う
。
）

２
　
法
第
三
条
第
三
項
の
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
種
電
気
工
事
資
格
者
が
従
事
す
る
特
殊
電
気
工
事
の
作
業
を
補
助
す
る
作
業
と
す

る
。

（
簡
易
電
気
工
事
）

第
二
条
の
三
　
法
第
三
条
第
四
項
の
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
簡
易

な
も
の
は
、
電
圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
使
用
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
（
電
線
路
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
実
務
の
経
験
）

第
二
条
の
四
　
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
気
に
関
す
る
工
事
は
、
電
気
に
関
す
る
工

事
の
う
ち
、
令
第
一
条
に
定
め
る
軽
微
な
工
事
、
第
二
条
の
二
に
定
め
る
特
殊
電
気
工
事
、
電
圧
五
万
ボ
ル
ト
以

上
で
使
用
す
る
架
空
電
線
路
に
係
る
工
事
及
び
保
安
通
信
設
備
に
係
る
工
事
以
外
の
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
実
務
の
経
験
は
、
三
年
以
上
の
従
事
と
す
る
。

（
第
一
種
電
気
工
事
士
の
認
定
の
基
準
）

第
二
条
の
五
　
法
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
認
定
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
電
気
主
任
技
術

者
免
状
、
同
項
第
二
号
の
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
若
し
く
は
同
項
第
三
号
の
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者

免
状
（
以
下
「
電
気
主
任
技
術
者
免
状
」
と
総
称
す
る
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
旧
電
気
事
業
主
任

技
術
者
資
格
検
定
規
則
（
昭
和
七
年
逓
信
省
令
第
五
十
四
号
）
に
よ
り
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
資
格
を
有
す

る
者
（
以
下
単
に
「
電
気
事
業
主
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受

け
た
後
又
は
電
気
事
業
主
任
技
術
者
と
な
つ
た
後
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る
実
務
に

五
年
以
上
従
事
し
て
い
た
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
経
済

産
業
大
臣
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の

（
第
二
種
電
気
工
事
士
た
る
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
課
程
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
第
二
種
電
気
工
事
士
た
る
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
に
関
す
る
課
程
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

科
目

内
容

時

間

数

電
気
に
関
す
る

基
礎
理
論

一
　
電
流
、
電
圧
、
電
力
及
び
電
気
抵
抗

二
　
導
体
及
び
絶
縁
体

三
　
交
流
電
気
の
基
礎
概
念

百

1



四
　
電
気
回
路
の
計
算

配
電
理
論
及
び

配
線
設
計

一
　
配
電
方
式

二
　
引
込
線

三
　
配
線

三
十

電
気
機
器
、
配

線
器
具
並
び
に

電
気
工
事
用
の

材
料
及
び
工
具

一
　
電
気
機
器
及
び
配
線
器
具
の
構
造
及
び
性
能

二
　
電
気
工
事
用
の
材
料
の
材
質
及
び
用
途

三
　
電
気
工
事
用
の
工
具
の
用
途

九
十

電
気
工
事
の
施

工
方
法

一
　
配
線
工
事
の
方
法

二
　
電
気
機
器
及
び
配
線
器
具
の
設
置
工
事
の
方
法

三
　
コ
ー
ド
及
び
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
の
取
付
方
法

四
　
接
地
工
事
の
方
法

七
十

一
般
用
電
気
工

作
物
等
の
検
査

方
法

一
　
点
検
の
方
法

二
　
導
通
試
験
の
方
法

三
　
絶
縁
抵
抗
測
定
の
方
法

四
　
接
地
抵
抗
測
定
の
方
法

五
　
試
験
用
器
具
の
性
能
及
び
使
用
方
法

十
五

配
線
図

配
線
図
の
表
示
事
項
及
び
表
示
方
法

五
十

一
般
用
電
気
工

作
物
等
の
保
安

に
関
す
る
法
令

一
　
法
、
令
及
び
こ
の
省
令

二
　
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二

号
）

三
　
電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
、
電
気
用
品
安
全
法
施

行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
、
電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
四
号
）
及
び
電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

五
十

実
習

一
　
電
線
の
接
続

二
　
配
線
工
事

三
　
電
気
機
器
及
び
配
線
器
具
の
設
置

四
　
電
気
機
器
、
配
線
器
具
並
び
に
電
気
工
事
用
の
材
料
及
び
工
具
の
使
用
方
法

五
　
コ
ー
ド
及
び
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
の
取
付
け

六
　
接
地
工
事

七
　
電
流
、
電
圧
、
電
力
及
び
電
気
抵
抗
の
測
定

八
　
一
般
用
電
気
工
作
物
等
の
検
査

九
　
一
般
用
電
気
工
作
物
等
の
故
障
箇
所
の
修
理

五

百

七
十

（
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
）

第
三
条
の
二
　
法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設
（
次
条
に
お
い
て
「
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
の

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
当
該
養
成
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
産
業
保
安

監
督
部
の
支
部
長
及
び
中
部
近
畿
産
業
保
安
監
督
部
北
陸
産
業
保
安
監
督
署
長
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
を
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」

と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
養
成
施
設
の
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
）

第
三
条
の
三
　
法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
養
成
施
設
設
置
者
」
と

い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
一
の
二
に
よ
る
届
出
書
一
通

及
び
そ
の
写
し
一
通
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
養
成
施
設
設
置
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所

二
　
養
成
施
設
の
名
称
又
は
所
在
地

三
　
養
成
施
設
の
長
の
氏
名

四
　
養
成
期
間

五
　
生
徒
の
定
員

六
　
養
成
施
設
で
実
施
す
る
科
目
又
は
時
間
数

七
　
養
成
施
設
の
教
員

２
　
養
成
施
設
設
置
者
は
、
養
成
施
設
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
様
式
第
一
の
三
に
よ
る
届
出
書
一
通
及
び
そ
の
写
し

一
通
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
当
該
養
成
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
を
経
由
し

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
を
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
第
二
種
電
気
工
事
士
の
認
定
の
基
準
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
の
認
定
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
旧
電
気
工
事
技
術
者
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
通
商
産
業
省
告
示
第
三
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
検
定
に
合

格
し
た
者

二
　
職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
よ
る
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
（
職
種
が
電
工
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
又
は
同
項

第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
公
共
職
業
訓
練
又
は
認
定
職
業
訓
練
の
実
務
に
一
年
以
上
従
事
し
て
い
た
も
の

三
　
旧
電
気
工
事
人
取
締
規
則
（
昭
和
十
年
逓
信
省
令
第
三
十
一
号
）
に
よ
る
免
許
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
昭

和
二
十
五
年
一
月
一
日
以
降
屋
内
配
線
又
は
屋
側
配
線
の
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
て
い
た
も
の

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の

（
特
種
電
気
工
事
資
格
者
及
び
認
定
電
気
工
事
従
事
者
の
認
定
の
基
準
）

第
四
条
の
二
　
法
第
四
条
の
二
第
三
項
の
認
定
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
電
気
工
事
の
種
類
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

特
殊
電

気
工
事

の
種
類

認
定
の
基
準

ネ
オ
ン

工
事

一
　
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
電
気
工
事
士
免
状
（
以
下
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
後
、
一

般
用
電
気
工
作
物
等
又
は
電
気
事
業
法
第
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
工

事
の
う
ち
ネ
オ
ン
用
と
し
て
設
置
さ
れ
る
分
電
盤
、
主
開
閉
器
（
電
源
側
の
電
線
と
の
接
続
部
分
を
除
く

。
）
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
、
点
滅
器
、
ネ
オ
ン
変
圧
器
、
ネ
オ
ン
管
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
を
設
置
し
、

又
は
変
更
す
る
工
事
に
関
し
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ

ン
工
事
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
ネ
オ
ン
工
事
資
格
者
認
定
講
習
」
と
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二
　
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ
ン
工
事
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
に
合
格
し
た
者

非
常
用

予
備
発

電
装
置

工
事

一
　
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
電
気
工
作
物
に
係
る
工
事
の
う
ち
非
常
用
予

備
発
電
装
置
と
し
て
設
置
さ
れ
る
原
動
機
、
発
電
機
、
配
電
盤
（
他
の
需
要
設
備
と
の
間
の
電
線
と
の
接

続
部
分
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
を
設
置
し
、
又
は
変
更
す
る
工
事
に
関
し
五
年
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
に
関
す
る
講
習
（
以
下

「
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
資
格
者
認
定
講
習
」
と
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二
　
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
非
常
用
予

備
発
電
装
置
工
事
に
関
す
る
講
習
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
課
程
を
修
了
し
、
か
つ
、
経
済

産
業
大
臣
が
定
め
る
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定

す
る
た
め
の
試
験
に
合
格
し
た
者

２
　
法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
認
定
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
。
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一
　
第
一
種
電
気
工
事
士
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
第
二
種
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
第
二
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
電
気
に
関
す
る
工
事
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
簡

易
電
気
工
事
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
講
習
」
と
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た

も
の

三
　
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
電
気
事
業
主
任
技
術
者
で
あ
つ
て
、
電
気
主
任
技
術

者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
又
は
電
気
事
業
主
任
技
術
者
と
な
つ
た
後
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く

は
運
用
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
又
は
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
講
習
の
課
程
を
修
了
し

た
も
の

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
定
し
た
者

（
電
気
工
事
士
の
認
定
の
手
続
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
第
二
条

の
五
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
第
四
条
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
特
種
電
気
工
事
資
格
者
及
び
認
定
電
気
工
事
従
事
者
の
認
定
の
手
続
）

第
五
条
の
二
　
法
第
四
条
の
二
第
三
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
五
に
よ
る
申
請
書
に
第
四

条
の
二
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
電
気
工
事
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
五
に
よ
る
申
請
書
に
第
四
条
の
二
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
状
の
交
付
の
申
請
）

第
六
条
　
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
、
第
一
種
電
気
工
事
士
免
状
の
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
法
第
四
条
第
三
項
各
号
の
一
に
、
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
同
条
第
四
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
及
び
写
真

を
添
え
て
、
次
の
区
分
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

二
　
法
第
四
条
第
三
項
第
二
号
又
は
同
条
第
四
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
の
認
定
を
行

つ
た
都
道
府
県
知
事

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他

の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
確
か
め
る
に
足
り
る
書
類
（
以
下
「
住
民
票
の
写
し
等
」
と
い
う
。
）
（
有
効
期

間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、

そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
免
状
の
様
式
）

第
七
条
　
第
一
種
電
気
工
事
士
免
状
は
様
式
第
三
に
、
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
は
様
式
第
三
の
二
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

（
免
状
の
再
交
付
の
申
請
）

第
八
条
　
令
第
四
条
第
一
項
の
免
状
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
写
真
を

添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
状
の
書
換
え
の
申
請
）

第
九
条
　
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
免
状
の
書
換
え
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
状
の
書
換
え
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
免
状
の
書
換
え
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
記
載
事
項
の
変
更
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
証
の
交
付
の
申
請
）

第
九
条
の
二
　
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
又
は
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
証
（
以

下
「
認
定
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
、
特
種
電
気

工
事
資
格
者
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
に
、
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定

証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
及
び

写
真
を
添
え
て
、
当
該
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ

て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
証
の
記
載
事
項
）

第
九
条
の
三
　
認
定
証
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
証
の
種
類
（
特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
に
あ
つ
て
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
殊

電
気
工
事
の
種
類
を
含
む
。
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
認
定
証
の
交
付
番
号
及
び
交
付
年
月
日

三
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

（
認
定
証
の
再
交
付
）

第
九
条
の
四
　
特
種
電
気
工
事
資
格
者
及
び
認
定
電
気
工
事
従
事
者
は
、
認
定
証
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
つ
た
と

き
は
、
当
該
認
定
証
を
交
付
し
た
産
業
保
安
監
督
部
長
に
そ
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
特
種
電
気
工
事
資
格
者
及
び
認
定
電
気
工
事
従
事
者
は
、
様
式
第
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
写

真
を
添
え
て
、
当
該
産
業
保
安
監
督
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
証
を
汚
し
、
又
は
損
じ
て
前
項
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
当
該
認
定
証
を
添
え
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
証
を
失
つ
て
そ
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
失
つ
た
認
定
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
認
定
証

の
再
交
付
を
受
け
た
産
業
保
安
監
督
部
長
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
証
の
書
換
え
）

第
九
条
の
五
　
特
種
電
気
工
事
資
格
者
及
び
認
定
電
気
工
事
従
事
者
は
、
認
定
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と

き
は
、
様
式
第
五
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
書
換
え
の
理
由
を
証
明
す
る
書
類
及
び
認
定
証
を
添
え
て
、
当
該
認
定

証
を
交
付
し
た
産
業
保
安
監
督
部
長
に
そ
の
書
換
え
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
認
定
証
の
書
換
え
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
書
換
え
の
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
証
の
返
納
）

第
九
条
の
六
　
法
第
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
返
納
を

命
じ
た
産
業
保
安
監
督
部
長
に
こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
法
第
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
種
電
気
工
事
資
格
者
又
は
認
定
電
気
工
事

従
事
者
に
対
し
認
定
証
の
返
納
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
同
項
の
産
業
保
安
監
督
部
長
以
外
の
産
業
保

安
監
督
部
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
証
の
様
式
）

第
九
条
の
七
　
特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
は
様
式
第
五
の
五
に
、
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
証
は
様
式
第
五

の
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
や
む
を
得
な
い
事
由
）

第
九
条
の
八
　
法
第
四
条
の
三
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
海
外
出
張
を
し
て
い
た
こ
と
。

二
　
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
こ
と
。

三
　
災
害
に
遭
つ
た
こ
と
。

四
　
法
令
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

五
　
社
会
の
慣
習
上
又
は
業
務
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
緊
急
の
用
務
が
生
じ
た
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
由
が
あ
つ
た
こ
と
。

（
指
定
の
申
請
）

第
九
条
の
九
　
法
第
四
条
の
三
の
指
定
は
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

（
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

第
九
条
の
十
　
前
条
の
申
請
は
、
様
式
第
五
の
七
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
添
え
て
、
指

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
の
四
月
前
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
若
し
く

は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
法
第
四
条
の
三
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
当
該
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財

産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
）

三
　
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書

四
　
法
第
四
条
の
三
の
指
定
後
二
年
間
の
財
政
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
予
算
書

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
法
第
四
条
の
三
の
指
定
後
五
年
間
の
同
条
の
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
定
期
講

習
」
と
い
う
。
）
に
係
る
業
務
（
以
下
「
定
期
講
習
業
務
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
計
画
書

七
　
次
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

八
　
定
期
講
習
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
の
基
準
）

第
九
条
の
十
一
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
九
条
の
九
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
指
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
第
九
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
が
あ
る
者

二
　
職
員
、
設
備
、
定
期
講
習
業
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
定
期
講
習
業
務
の
実
施
に
関
す

る
計
画
が
、
定
期
講
習
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
定
期
講
習
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
確
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能

力
が
あ
る
こ
と
。

四
　
法
人
で
あ
る
こ
と
。

五
　
定
期
講
習
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
定
期
講
習
業
務

の
適
確
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

２
　
指
定
は
、
指
定
講
習
機
関
指
定
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
指
定
年
月
日
及
び
指
定
番
号

二
　
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
　
定
期
講
習
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
条
の
三
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
第
一
項

各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
講
習
機
関
に
対
し
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
講
習
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
九
条
の
十
二
　
指
定
講
習
機
関
は
、
第
九
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
様
式
第
五
の
八
の
指
定
講
習
機
関
名
称
等
変
更

届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
更
新
）

第
九
条
の
十
三
　
法
第
四
条
の
三
の
指
定
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ

つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２
　
第
九
条
の
九
か
ら
第
九
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
九
条
の
十
中
「
様
式
第
五
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
の
九
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
承
継
）

第
九
条
の
十
四
　
指
定
講
習
機
関
が
当
該
指
定
に
係
る
事
業
（
以
下
「
指
定
事
業
」
と
い
う
。
）
の
全
部
を
譲
渡
し
、

又
は
指
定
講
習
機
関
に
つ
い
て
合
併
若
し
く
は
分
割
（
指
定
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ

つ
た
と
き
は
、
指
定
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
法
人
又
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立

し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
指
定
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
す

る
。
た
だ
し
、
指
定
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
法
人
又
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立

し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
指
定
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
が
第
九
条
の
十
一
第
一
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
五
の
十
に
よ
る
届
出

書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
法
人
の
定
款
及
び
指
定
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
つ
て
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
定

款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

三
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
つ
て
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
指
定
事
業
の

全
部
の
承
継
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
、
そ
の
法
人
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

（
定
期
講
習
実
施
の
義
務
）

第
九
条
の
十
五
　
指
定
講
習
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
定
期

講
習
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
毎
事
業
年
度
、
各
都
道
府
県
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

二
　
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
同
表
の
第

三
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
講
師
に
よ
り
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
の
講
義
に

よ
り
行
う
こ
と
。

科
目

内
容

講
師

時
間

自

家

用

電

気

工

作

物

の

保

安

に

関

す

る

法

令

法
令
及
び
こ
の
省

令
並
び
に
そ
の

他
関
係
法
令
の

概
要
及
び
改
正

の
内
容

一
　
第
一
種
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
第
一
種
電
気
工
事
士

免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
電
気
に
関
す
る
工
事
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
主

任
技
術
者
免
状
（
以
下
「
電
気
主
任
技
術
者
免
状
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

時
間
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三
　
第
十
三
条
の
七
第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
又
は
ト
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

自

家

用

電

気

工

作

物

に

係

る

電

気

工

事

に

関

す

る

知
識

一
　
自
家
用
電
気

工
作
物
に
係
る

電
気
工
事
の
施

工
方
法
の
概
要

二
　
自
家
用
電
気

工
作
物
に
係
る

電
気
工
事
に
関

す
る
技
術
進
歩

の
内
容

一
　
第
一
種
電
気
工
事
士
で
あ
る
こ
と
。

二
　
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ

つ
て
、
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
電

気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る
業
務
に
関

し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
第
十
三
条
の
七
第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
又
は
ト
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

時
間

自

家

用

電

気

工

作

物

に

係

る

電

気

工

事

に

関

す

る

事
故
例

自
家
用
電
気
工
作

物
に
係
る
電
気

工
事
に
関
す
る

事
故
及
び
そ
の

原
因

一
　
第
一
種
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
第
一
種
電
気
工
事
士

免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
電
気
に
関
す
る
工
事
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ

つ
て
、
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
電

気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る
業
務
に
関

し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
第
十
三
条
の
七
第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
又
は
ト
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

時
間

三
　
不
正
な
受
講
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

四
　
第
二
号
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
適
切
な
内
容
の
教
科
書
及
び
視
聴
覚
教
材
そ
の
他
の
教
材

（
以
下
「
教
材
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
こ
と
。

五
　
教
材
等
（
視
聴
覚
教
材
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
視
聴
覚
教
材
を
除
く
。
）
は
、
受
講
者
に
配
布
す
る
こ

と
。

六
　
講
師
は
、
講
義
中
に
さ
れ
た
講
義
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
講
義
中
に
適
切
に
応
答
す
る

こ
と
。

七
　
一
の
定
期
講
習
の
受
講
者
の
数
は
講
師
一
人
に
つ
き
お
お
む
ね
二
百
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

八
　
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
同
項
に
規
定
す
る
定
期
講
習
業
務
規
程
を
遵
守
す
る
こ
と
。

九
　
定
期
講
習
の
受
講
手
数
料
が
、
定
期
講
習
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
額
で
あ
る
こ
と
。

十
　
定
期
講
習
の
受
講
手
数
料
は
全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
。

十
一
　
定
期
講
習
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
が
定
期
講
習
業
務
と
誤
認
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
表
示
そ
の
他
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

２
　
指
定
講
習
機
関
は
、
定
期
講
習
終
了
後
、
第
一
種
電
気
工
事
士
免
状
の
所
定
欄
に
受
講
年
月
日
及
び
受
講
場
所

を
記
載
し
、
並
び
に
指
定
講
習
機
関
の
認
印
等
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
受
講
を
希
望
す
る
第
一
種
電
気
工
事

士
の
受
講
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
指
定
講
習
機
関
が
行
う
講
習
が
第
一
項
各
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と

き
、
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
講
習
機
関
に
対
し
、
定
期
講
習
の
方

法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
定
期
講
習
業
務
規
程
）

第
九
条
の
十
六
　
指
定
講
習
機
関
は
、
定
期
講
習
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
定
期
講
習
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）

を
定
め
、
様
式
第
五
の
十
一
に
よ
る
届
出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
定
期
講
習
業
務
規
程
を
添
え
て
、
当
該
業
務
の

開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五

の
十
二
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
定
期
講
習
業
務
規
程
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
期
講
習
の
申
込
方
法
、
実
施
場
所
、
実
施
体
制
そ
の
他
定
期
講
習
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
定
期
講
習
の
受
講
手
数
料
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
不
正
受
講
の
防
止
及
び
不
正
受
講
者
の
処
分
に
関
す
る
事
項

四
　
科
目
別
担
当
講
師
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

五
　
定
期
講
習
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

六
　
定
期
講
習
業
務
の
内
容
に
係
る
訂
正
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
定
期
講
習
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
講
習
業
務
規
程
が
定
期
講
習
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施

を
図
る
た
め
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
講
習
機
関
に
対
し
、
定
期
講
習
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ

と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
事
業
の
廃
止
）

第
九
条
の
十
七
　
指
定
講
習
機
関
は
、
指
定
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
廃
止
の
日
の
一
年
前
ま
で
に
、

様
式
第
五
の
十
三
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
講
習
の
実
施
計
画
）

第
九
条
の
十
八
　
指
定
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
（
法
第
四
条
の
三
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事

業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
そ
の
事
業
年
度
の
定
期
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計

画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
様
式
第
五
の
十
四
に
よ
る
届
出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
実
施

計
画
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

２
　
実
施
計
画
に
お
い
て
は
、
定
期
講
習
の
日
程
、
募
集
人
員
、
実
施
場
所
、
科
目
別
時
間
数
、
定
期
講
習
業
務
の

実
施
に
係
る
収
支
計
画
そ
の
他
定
期
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
定
期
講
習
受
講
者
等
の
報
告
）

第
九
条
の
十
九
　
指
定
講
習
機
関
は
、
事
業
年
度
経
過
後
遅
滞
な
く
、
様
式
第
五
の
十
五
の
定
期
講
習
結
果
報
告
書

に
、
受
講
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
第
一
種
電
気
工
事
士
免
状
の
免
状
番
号
並
び
に
講
習
修
了
の
年
月
日
を
記

載
し
た
受
講
者
一
覧
表
を
添
え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
に
実
施
し
た
定
期
講
習
業
務
に
関

し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
期
講
習
の
実
施
の
日
時
、
場
所
、
受
講
者
数
並
び
に
科
目
別
担
当
講
師
の
氏
名
及
び
略
歴

二
　
定
期
講
習
に
用
い
た
教
材
等

三
　
定
期
講
習
業
務
の
実
施
に
係
る
収
支
決
算

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

第
九
条
の
二
十
　
指
定
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対

照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
も
の
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
作
成

さ
れ
、
又
は
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
業
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
定
期
講
習
受
講
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
指
定
講
習
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
指
定
講
習
機
関
の
定
め
た

費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二
　
前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三
　
財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報

の
内
容
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求
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四
　
前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
受
信
者
が
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
の
請
求

又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ

れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

ロ
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
指
定
事
業
の
取
消
し
等
）

第
九
条
の
二
十
一
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
指
定
講
習
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指

定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
指
定
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
第
九
条
の
十
一
第
三
項
、
第
九
条
の
十
五
第
四
項
又
は
第
九
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ

な
か
つ
た
と
き
。

三
　
第
九
条
の
十
二
、
第
九
条
の
十
四
第
二
項
、
第
九
条
の
十
六
第
一
項
、
第
九
条
の
十
七
又
は
第
九
条
の
十
八

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

四
　
第
九
条
の
十
九
第
一
項
、
第
二
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

と
き
。

五
　
第
九
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

六
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
九
条
の
二
十
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

七
　
第
九
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き
。

八
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
法
第
四
条
の
三
の
指
定
を
受
け
た
と
き
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
九
条
の
二
十
二
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
定
期
講
習
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
講
習
機
関
に
対
し
、

そ
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
等
）

第
九
条
の
二
十
三
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
四
条
の
三
の
指
定
を
し
た

と
き
。

一
　
指
定
年
月
日

二
　
指
定
講
習
機
関
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
　
定
期
講
習
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

第
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

一
　
変
更
年
月
日

二
　
指
定
講
習
機
関
の
名
称
及
び
住
所

三
　
変
更
す
る
事
項

第
九
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

一
　
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
年
月
日

二
　
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
さ
れ
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

三
　
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の

氏
名

四
　
指
定
講
習
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
定
期
講
習
業
務
を
行
う
事
務
所
の

名
称
及
び
所
在
地

第
九
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

一
　
定
期
講
習
業
務
を
廃
止
す
る
年
月
日

二
　
指
定
講
習
機
関
の
名
称
及
び
住
所

第
九
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ

り
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
定

一
　
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
定
期
講
習
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

命
じ
た
年
月
日

二
　
指
定
講
習
機
関
の
名
称
及
び
住
所

期
講
習
事
業
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

三
　
定
期
講
習
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
停

止
を
命
じ
た
定
期
講
習
事
業
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

２
　
指
定
講
習
機
関
は
、
定
期
講
習
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
そ
の
他
定
期
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
あ
ら
か

じ
め
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
講
習
の
細
目
）

第
九
条
の
二
十
四
　
第
九
条
の
九
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
講
習
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
。

（
学
科
試
験
の
科
目
の
範
囲
）

第
十
条
　
令
第
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
第
一
種
電
気
工
事
士
試
験
の
学
科
試
験
の
科
目
の
範
囲

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

科
目

範
囲

電
気
に
関
す
る
基
礎
理

論

一
　
電
流
、
電
圧
、
電
力
及
び
電
気
抵
抗

二
　
導
体
及
び
絶
縁
体

三
　
交
流
電
気
の
基
礎
概
念

四
　
電
気
回
路
の
計
算

配
電
理
論
及
び
配
線
設

計

一
　
配
電
方
式

二
　
電
線
路

三
　
配
線

電
気
応
用

照
明
、
電
熱
及
び
電
動
機
応
用

電
気
機
器
、
蓄
電
池
、

配
線
器
具
、
電
気
工
事

用
の
材
料
及
び
工
具
並

び
に
受
電
設
備

一
　
電
気
機
器
、
蓄
電
池
及
び
配
線
器
具
の
構
造
、
性
能
及
び
用
途

二
　
電
気
工
事
用
の
材
料
の
材
質
及
び
用
途

三
　
電
気
工
事
用
の
工
具
の
用
途

四
　
受
電
設
備
の
設
計
、
維
持
及
び
運
用

電
気
工
事
の
施
工
方
法
一
　
配
線
工
事
の
方
法

二
　
電
気
機
器
、
蓄
電
池
及
び
配
線
器
具
の
設
置
工
事
の
方
法

三
　
コ
ー
ド
及
び
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
の
取
付
方
法

四
　
接
地
工
事
の
方
法

自
家
用
電
気
工
作
物
の

検
査
方
法

一
　
点
検
の
方
法

二
　
導
通
試
験
の
方
法

三
　
絶
縁
抵
抗
測
定
及
び
絶
縁
耐
力
試
験
の
方
法

四
　
接
地
抵
抗
測
定
の
方
法

五
　
継
電
器
試
験
の
方
法

六
　
温
度
上
昇
試
験
の
方
法

七
　
試
験
用
器
具
の
性
能
及
び
使
用
方
法

配
線
図

配
線
図
の
表
示
事
項
及
び
表
示
方
法

発
電
施
設
、
送
電
施
設

及
び
変
電
施
設
の
基
礎

的
な
構
造
及
び
特
性

発
電
施
設
、
送
電
施
設
及
び
変
電
施
設
の
種
類
、
役
割
そ
の
他
の
基
礎
的
な
事
項

一
般
用
電
気
工
作
物
等

及
び
自
家
用
電
気
工
作

物
の
保
安
に
関
す
る
法

令

一
　
法
、
令
及
び
こ
の
省
令

二
　
電
気
事
業
法
、
電
気
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
六
号
）
、
電
気
事
業

法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
、
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準

を
定
め
る
省
令
及
び
電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）

三
　
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号
）
、

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
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七
号
）
及
び
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通

商
産
業
省
令
第
百
三
号
）

四
　
電
気
用
品
安
全
法
、
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
、
電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
及
び
電

気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

２
　
令
第
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
第
二
種
電
気
工
事
士
試
験
の
学
科
試
験
の
科
目
の
範
囲
は
、
第

三
条
の
表
（
実
習
の
項
を
除
く
。
）
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
学
科
試
験
を
免
除
す
る
学
校
の
課
程
）

第
十
一
条
　
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
気
工
学
の
課
程
は
、
電
気
理
論
、
電
気
計

測
、
電
気
機
器
、
電
気
材
料
、
送
配
電
、
製
図
（
配
線
図
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
及
び
電
気
法
規
と
す
る
。

（
技
能
試
験
）

第
十
二
条
　
令
第
十
条
の
技
能
試
験
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
工
事
士
試
験
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

試
験
の
種
類

事
項

第
一
種
電
気
工
事
士

試
験

一
　
電
線
の
接
続

二
　
配
線
工
事

三
　
電
気
機
器
、
蓄
電
池
及
び
配
線
器
具
の
設
置

四
　
電
気
機
器
、
蓄
電
池
、
配
線
器
具
並
び
に
電
気
工
事
用
の
材
料
及
び
工
具
の
使
用
方
法

五
　
コ
ー
ド
及
び
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
の
取
付
け

六
　
接
地
工
事

七
　
電
流
、
電
圧
、
電
力
及
び
電
気
抵
抗
の
測
定

八
　
自
家
用
電
気
工
作
物
の
検
査

九
　
自
家
用
電
気
工
作
物
の
操
作
及
び
故
障
箇
所
の
修
理

第
二
種
電
気
工
事
士

試
験

一
　
電
線
の
接
続

二
　
配
線
工
事

三
　
電
気
機
器
及
び
配
線
器
具
の
設
置

四
　
電
気
機
器
、
配
線
器
具
並
び
に
電
気
工
事
用
の
材
料
及
び
工
具
の
使
用
方
法

五
　
コ
ー
ド
及
び
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
の
取
付
け

六
　
接
地
工
事

七
　
電
流
、
電
圧
、
電
力
及
び
電
気
抵
抗
の
測
定

八
　
一
般
用
電
気
工
作
物
等
の
検
査

九
　
一
般
用
電
気
工
作
物
等
の
故
障
箇
所
の
修
理

（
指
定
の
申
請
）

第
十
三
条
　
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
指
定
試
験
機
関
指
定
申

請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　

近
の
事
業
年
度
末
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

三
　
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
履
歴
並
び
に
一
般
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
社
員
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
事
務
所
の
所
在
地

ハ
　
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画

ニ
　
試
験
員
の
選
任
に
関
す
る
事
項

ホ
　
試
験
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

（
事
務
所
の
変
更
）

第
十
三
条
の
二
　
指
定
試
験
機
関
は
、
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
の
事
務
所
変

更
届
出
書
に
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
試
験
事
務
規
程
）

第
十
三
条
の
三
　
法
第
七
条
の
四
第
二
項
の
試
験
事
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
試
験
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
事
務
所
の
名
称
及
び
そ
の
事
務
所
が
試
験
事
務
を
行
う
区
域

三
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
試
験
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
合
格
通
知
書
の
発
行
に
関
す
る
事
項

六
　
試
験
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七
　
試
験
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

八
　
試
験
事
務
に
関
す
る
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
試
験
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
事
務
規
程
の
設
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
様
式
第
八
の
試
験
事
務
規
程
設
定
認
可
申
請
書
に
試
験
事
務
規
程
の
案
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
事
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
様
式
第
九
の
試
験
事
務
規
程
変
更
認
可
申
請
書
に
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添

え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
事
務
の
休
廃
止
）

第
十
三
条
の
四
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
五
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
の
試
験
事

務
休
止
（
廃
止
）
許
可
申
請
書
に
休
止
又
は
廃
止
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
事
業
計
画
等
）

第
十
三
条
の
五
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
一
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
認
可
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予

算
書
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
二
の
事
業
計
画
（
収
支
予
算
）
変
更
認
可
申
請
書
に
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た

書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
十
三
条
の
六
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
七
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
三
の
役
員

の
選
任
又
は
解
任
認
可
申
請
書
に
選
任
又
は
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
試
験
員
の
要
件
）

第
十
三
条
の
七
　
法
第
七
条
の
九
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
一
種
電
気
工
事
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
（
第
三
号

の
事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
試
験
員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電

気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
員
の
職

に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ハ
　
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
教
諭
の
専
修
免
許
状
を
有

す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
諭

の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
も
の

ニ
　
電
気
工
作
物
検
査
官
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ホ
　
第
一
種
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
電
気
工
事
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

7



ヘ
　
電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
同
項
第
二
号
の
第
二
種

電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ト
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校

令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
（
当
該
学
科
を
修
め
て
同
法
に

よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め

る
者

二
　
第
二
種
電
気
工
事
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
（
次
号
の

事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
試
験
員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教

授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
員
の
職

に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ハ
　
教
育
職
員
免
許
法
に
よ
る
高
等
学
校
教
諭
の
専
修
免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る

高
等
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
も
の

ニ
　
電
気
工
作
物
検
査
官
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ホ
　
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
電
気
工
事
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ヘ
　
電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
同
項
第
二
号
の
第
二
種

電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ト
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校

令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
（
当
該
学
科
を
修
め
て
同
法
に

よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め

る
者

三
　
電
気
工
事
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
能
試

験
に
係
る
技
能
の
判
定
に
関
す
る
事
務
を
行
う
試
験
員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

イ
　
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者

ロ
　
第
一
種
電
気
工
事
士
で
あ
る
者

ハ
　
第
二
種
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
、
電
気
工
事
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ニ
　
電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
、
同
項
第
二
号
の
第
二
種
電

気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
同
項
第
三
号
の
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ

て
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ホ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
大
学
令
に
よ

る
大
学
、
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
若
し
く
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）

に
よ
る
実
業
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ

る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ヘ
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
八
条
に
よ
る
職
業
訓
練
指
導
員
免

許
（
免
許
職
種
が
電
気
工
事
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
免
許
職
種
が
電
気
科
の
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
て
い
る
者
及
び
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
た
者
（
免
許
職
種
が
電
工
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

を
含
む
。
）

ト
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め

る
者

（
試
験
員
の
選
任
又
は
変
更
の
届
出
）

第
十
三
条
の
八
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
員
を
選
任
し
た
と
き
又
は
試
験

員
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
十
四
の
試
験
員
の
選
任
（
変
更
）
届
出
書
に
選
任
又
は
変
更

の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
結
果
の
報
告
）

第
十
三
条
の
九
　
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
十
五
の
試
験
結
果
報
告
書

に
合
格
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
三
条
の
十
　
法
第
七
条
の
十
一
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
）

第
十
三
条
の
十
一
　
法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
合
格
者
に
係
る
試
験
年
月

日
、
試
験
地
、
受
験
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
と
す
る
。

２
　
法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
の
帳
簿
は
、
試
験
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
十
三
条
の
十
一
の
二
　
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応

じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き

は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
法
第
七
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
三
条
の
十
二
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
七
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
事
務
を
経
済
産
業
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と

二
　
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と

三
　
そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
書
類
の
提
出
）

第
十
四
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
正
副
二
通
と
す
る
。

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
十
五
条
　
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
電
気
工
事
士
法
及
び
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二

年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
電
気
に
関
す
る

工
事
は
、
第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
に
関
す
る
工
事
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
六
条
の
講
習
は
、
第
十
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
科
目
及
び
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

４
　
改
正
法
附
則
第
六
条
の
通
商
産
業
大
臣
の
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
十
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
八
月
一
四
日
通
商
産
業
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
用
品
取
締
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
八
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
省
令
の
施

行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ
た

効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
異
議
の
申
立
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
二
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
八

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
〇
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
一
月
二
六
日
通
商
産
業
省
令
第
八
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
三
十
日
に
お
い
て
電
気
工
事
士
試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
に
係
る
電
気
工
事
士
免
状
の

交
付
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
〇
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
様
式
及
び
電
気

工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
基
づ
く
用
紙
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
九
日
通
商
産
業
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
表
の
改
正
規
定
及
び
第
十
条
第
一
項
の
表
の

改
正
規
定
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
二
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
第
四
条

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
講
習
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
講
習
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
七
日
経
済
産
業
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
三
日
経
済
産
業
省
令
第
八
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の
在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
五
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
条
の
三
に
規
定

す
る
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
行
う
同
条
の
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
に
関
す
る
講
習
は
、
平
成
二
十

五
年
四
月
一
日
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
討
）

第
四
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
お
お
む
ね
五
年
以
内
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
工

事
士
法
施
行
規
則
第
九
条
の
十
か
ら
第
九
条
の
二
十
三
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
電
気
工
事
士
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
電
気
工
作
物
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
経
済
産
業
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
二
日
経
済
産
業
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
種
電
気
工
事
士
免
状
及
び
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
並
び
に
特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
及
び
認
定
電

気
工
事
従
事
者
認
定
証
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
様
式
第
三
及
び
様
式
第
三
の
二

並
び
に
様
式
第
五
の
五
及
び
様
式
第
五
の
六
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
様
式
第
三
若
し
く
は
様
式
第
三
の
二
に
よ
り
交

付
若
し
く
は
再
交
付
さ
れ
て
い
る
電
気
工
事
士
免
状
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
様
式
第
五
の
五
若
し

く
は
様
式
第
五
の
六
に
よ
り
交
付
若
し
く
は
再
交
付
さ
れ
て
い
る
特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
若
し
く
は
認
定

電
気
工
事
従
事
者
認
定
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
八
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の

施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
三
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
五
日
経
済
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
（
第
３
条
の
２
関
係
）

様式第1（第3条の2関係）（平16経産令45・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 第二種電気工事士養成施設指定申請書 年月日 経済産業大臣殿 設置者住所 氏名又は名称 法人にあつては代表者の氏名 電気工事士法施行規則第3条の2第1項の規定により第二種電気工事士養 成施設の指定を受けたいので次のとおり申請します。 1．養成施設 所在地 名称 長の氏名 2．養成期間、昼夜間の別等 養成期間昼夜間の別生徒の定員入学資格 3．科目、時間数等 時間数 科目試験 第1学期第2学期第3学期計 合計 4．教員 氏名担当科目専任・兼任の別経歴等 5．養成課程の実施方法 1の教室において同時1週間当たりの時間数 実習における教員1 に学科を受講する生徒 人当たりの生徒数 数学科実習 実習を行う場所、方法等 6．建物 区分所有・借用の別面積定員 7．養成において使用する電気工事用の工具及び測定器具の保有状況 種類所有・借用の別数量 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2養成施設の名称は、学校名に当該課程名を付記したものを記載すること。 3「養成期間」の欄には入学及び修了の時期も記載すること。 4科目、時間数等の記載にあたつて、実習についてはその内容に応じ適宜区分して記載すること。 なお、「試験」の欄には、試験の実施予定回数、実施予定時期を具体的に記載すること。 5教員の項中「経歴等」の欄には、担当科目についての経歴等を記載すること。 6建物の項中「区分」の欄には、教室又は実習室等の区分を記載すること。 7養成において使用する電気工事用工具及び測定器具の保有状況の項中「種類」の欄には、寸法、型式等の別ごとに記載すること。 
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様
式
第
１
の
２
（
第
３
条
の
３
関
係
）

様式第1の2（第3条の3関係）（平16経産令45・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 第二種電気工事士養成施設変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 設置者住所 氏名又は名称 法人にあつては代表者の氏名 電気工事士法施行規則第3条の3第1項の規定により年月日付け第 号で指定を受けた養成施設について、次のとおり変更しますので届け出ま す。 養成施設の所在地 名称 変更の内容 変更予定年月日 （備考） この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
の
３
（
第
３
条
の
３
関
係
）

様式第1の3（第3条の3関係）（平16経産令45・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 第二種電気工事士養成施設廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 設置者住所 氏名又は名称 法人にあつては代表者の氏名 電気工事士法施行規則第3条の3第2項の規定により年月日付け第 号で指定を受けた養成施設を廃止したので、次のとおり届け出ます。 養成施設の所在地 名称 1．養成施設を廃止した年月日 2．養成施設を廃止した理由 （備考） この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

12



様
式
第
１
の
４
（
第
５
条
関
係
）

様式第1の4（第5条関係）（昭63通産令41・全改、平7通産令101・平11通産令50・平15経産令42・一部改正、平16経産令45・旧様式第1繰下、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 第3項第2号 電気工事士法第4条の認定申請書 第4項第3号 年月日 都道府県知事殿 申請者住所 氏名 生年月日年月日生 第3項第2号 電気工事士法第4条の規定により認定を受けたいので、次 第4項第3号 のとおり申請します。 申請に係る電気工事士免状 の種類 電気工事等に関して合試験、検定、免 格した試験、検定、免許、免状又は認 許、免状又は認定定の種類 資格取得年月日年月日 電気工事士法施行規則第2条の4第1項 年 ◎電気工事に関する資格 に規定する電気に関する工事の経験年数 電気工作物の工事、維持又は運用に関す 年 る実務の経験年数 屋内配線又は屋側配線業務の経験年数年 名称 修了した講習 修了年月日年月日 ※受付欄※経過欄 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2◎印欄の記載事項については、記載した事項を証明する書類を添付すること。 3※印欄には、記入しないこと。  

様
式
第
１
の
５
（
第
５
条
の
２
関
係
）

様式第1の5（第5条の2関係）（昭63通産令41・追加、平7通産令101・平11通産令50・平12通産令312・平15経産令42・一部改正、平16経産令45・旧様式第1の2繰下、平17経産令21・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 第3項 電気工事士法第4条の2の認定申請書 第4項 年月日 産業保安監督部長殿 申請者住所 氏名 生年月日年月日生 第3項 電気工事士法第4条の2の規定により認定を受けたいので、次の 第4項 とおり申請します。 申請に係る認定証の種類 電気工事に関して合格試験の種類 した試験 資格取得年月日年月日 電気工事士又は電気主免状の種類 任技術者の免状 ◎電気工事に関する資格 資格取得年月日年月日 講習の種類 修了した講習 修了年月日年月日 電気工事士法施行規則ネオンに関する工事非常用予備発電装置に関 第4条の2第1項の表する工事 の下欄に掲げる電気工 事の種類及びその経験年 年数 電気工事士法施行規則 第2条の4第1項に規 年 定する電気に関する工 事の経験年数 電気工作物の工事、維 持又は運用に関する実年 務の経験年数 ※受付欄※経過欄 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2◎印欄の記載事項については、記載した事項を証明する書類を添付すること。 3※印欄には、記入しないこと。 4特種電気工事資格者の認定申請書の場合には、申請に係る認定証の種類の欄に特殊電気工事の種類も併せて記載すること。 
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様
式
第
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第2(第6条関係) 

電気工事士免状交付申請書 

 

年  月  日   

 

 都道府県知事殿 

申請者 住 所               

(フリガナ)               

氏 名               

生年月日    年  月  日生   

 電気工事士法第4条第2項の規定により第 種電気工事士免状の交付を受けたいので、

次のとおり申請します。 

◎電気工事士免状を

受ける資格 

1 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、実務経験を有する 

2 第二種電気工事士試験合格 

3 養成施設修了 

4 認定 

※ 受 付 欄 ※  経 過 欄 

  

 (備考) 

  1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

  2 ◎印欄には、該当する事項を○で囲み、これを証明する書類を添付すること。 

  3 ※印欄には、記入しないこと。 

  4 この申請書には、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する本人確

認情報を利用することができないときは住民票の写し等(有効期間又は有効期限のあ

るものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日において有効なものに、その他の

ものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限

る。)及び写真(この申請書提出前6月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチ

メートルのもので、裏面に氏名を記入すること。)を添付すること。 
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様
式
第
３
（
第
７
条
関
係
）

様式第3(第7条関係) 

表面 

 

 

 

裏面 

     

備考 白色のプラスチック板を用い、裏面には免状作成後に記入する文字及び証印が容易

に消えない処理を施すこと。 

様
式
第
３
の
２
（
第
７
条
関
係
）

様式第3の2(第7条関係) 

表面 

 

 

 

裏面 

     

備考 白色のプラスチック板を用い、裏面には免状作成後に記入する文字が容易に消えな

い処理を施すこと。 
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様
式
第
４
（
第
８
条
関
係
）

様式第4(第8条関係) 

電気工事士免状再交付申請書 

 

年  月  日  

 都道府県知事殿 

申請者 住 所              

氏 名              

生年月日    年  月  日生  

 電気工事士法施行令第4条第1項の規定により電気工事士免状の再交付を受けたいので、

次のとおり申請します。 

免 状 の 種 類  

免 状 の 交 付 番 号  

免 状 の 交 付 年 月 日 年   月   日 

◎再交付を受ける理由 1 免状を汚した。 

2 免状を損じた。 

3 免状を失つた。 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

  

 (備考) 

  1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

  2 ◎印欄には、該当する事項を○で囲むこと。 

  3 ※印欄には、記入しないこと。 

  4 汚し、又は損じた免状は、この申請書に添えて返納すること。 

  5 この申請書には、写真(この申請書提出前6月以内に撮影した縦4センチメートル、

横3センチメートルのもので、裏面に氏名を記入すること。)を添付すること。 

  6 失つた免状を発見したときは、返納すること。 

様
式
第
５
（
第
９
条
関
係
）

様式第5(第9条関係) 

電気工事士免状書換え申請書 

 

年  月  日   

 

 都道府県知事殿 

申請者 住 所               

氏 名               

生年月日    年  月  日生   

 電気工事士法施行令第5条の規定により、電気工事士免状の書換えを次のとおり申請し

ます。 

免 状 の 種 類  

免 状 の 交 付 番 号  

免状の交付年月日       年   月   日 

◎ 書 換 え 事 項 新  

旧  

※ 受 付 欄 ※  経 過 欄 

  

 (備考) 

  1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

  2 この申請書には、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する本人確

認情報を利用することができないときは、書換えの理由を証明する書類を添付するこ

と。 

  3 ※印欄には、記入しないこと。 
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様
式
第
５
の
２
（
第
９
条
の
２
関
係
）

様式第5の2(第9条の2関係) 

特種電気工事資格者 

認定電気工事従事者 
認定証交付申請書 

年  月  日   

 

 産業保安監督部長 殿 

申請者 住 所             

(フリガナ)             

氏 名             

生年月日    年  月  日生 

 電気工事士法第4条の2第1項の規定により 
特種電気工事資格者 

認定電気工事従事者 
認定証の交付を受けたい 

ので、次のとおり申請します。 

◎特種電気工事資格

者認定証又は認定

電気工事従事者認

定証を受ける資格 

1 電気工事士免状の交付を受け、実務経験を有し、かつ、経済産

業大臣が定めるネオン工事に関する講習を終了した 

2 経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有す

るかどうかを判定するための試験に合格した 

3 電気工事士免状の交付を受け、実務経験を有し、かつ、経済産

業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習を修了し

た 

4 経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の

課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置

工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための

試験に合格した 

5 第一種電気工事士試験に合格した 

6 第二種電気工事士免状の交付を受け、かつ、実務経験を有し又

は講習を修了した 

7 電気主任技術者免状の交付を受け又は旧電気事業主任技術者の

資格を有し、かつ、実務経験を有し又は講習を修了した 

8 上記5から7までの者と同等以上の知識及び技能を有すると認定

された 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

  

 (備考) 

  1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

  2 ◎印欄には、該当する事項を○で囲み、これを証明する書類を添付すること。 

  3 ※印欄には、記入しないこと。 

  4 この申請書には、産業保安監督部長が住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する本

人確認情報の提供を受けることができないときは、住民票の写し等(有効期間又は有

効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日において有効なも

のに、その他のものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日前六月以内に作

成されたものに限る。)及び写真(この申請書提出前6月以内に撮影した縦4センチメー

トル、横3センチメートルのもので、裏面に氏名を記入すること。)を添付すること。 

様
式
第
５
の
３
（
第
９
条
の
４
関
係
）

様式第5の3(第9条の4関係) 

特種電気工事資格者 

認定電気工事従事者 
認定証再交付申請書 

年  月  日  

 産業保安監督部長殿 

申請者 住 所              

氏 名              

生年月日    年  月  日生  

 電気工事士法施行規則第9条の4の規定によ

り 

特種電気工事資格者 

認定電気工事従事者 
認定証の再交付を受 

けたいので、次のとおり申請します。 

認 定 証 の 種 類  

交 付 番 号  

交 付 年 月 日 年   月   日 

◎再交付を受ける理由 1 認定証を汚した。 

2 認定証を損じた。 

3 認定証を失つた。 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

  

 (備考) 

  1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

  2 ◎印欄には、該当する事項を○で囲むこと。 

  3 ※印欄には、記入しないこと。 

  4 汚し、又は損じた認定証は、この申請書に添えて返納すること。 

  5 この申請書には、写真(この申請書提出前6月以内に撮影した縦4センチメートル、

横3センチメートルのもので、裏面に氏名を記入すること。)を添付すること。 

  6 失つた認定証を発見したときは、返納すること。 

  7 特種電気工事資格者認定証再交付申請書の場合には、認定証の種類の欄には、特殊

電気工事の種類も併せて記載すること。 
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様
式
第
５
の
４
（
第
９
条
の
５
関
係
）

様式第5の4(第9条の5関係) 

特種電気工事資格者 

認定電気工事従事者 
認定証書換え申請書 

年  月  日  

 産業保安監督部長殿 

申請者 住 所              

氏 名              

生年月日    年  月  日生  

 電気工事士法施行規則第9条の5の規定により 
特種電気工事資格者 

認定電気工事従事者 
認定証の書換えを 

次のとおり申請します。 

認 定 証 の 種 類  

認定証の交付番号  

認定証の交付年月日       年   月   日 

◎ 書 換 え 事 項 新  

旧  

※ 受 付 欄 ※  経 過 欄 

  

 (備考) 

  1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

  2 この申請書には、産業保安監督部長が住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する本

人確認情報の提供を受けることができないときは、書換えの理由を証明する書類を添

付すること。 

  3 ※印欄には、記入しないこと。 

  4 特種電気工事資格者認定証書換え申請書の場合には、認定証の種類の欄には、特殊

電気工事の種類も併せて記載すること。 

様
式
第
５
の
５
（
第
９
条
の
７
関
係
）

様式第5の5(第9条の7関係) 

表面 

 

 

 

裏面 

     

備考 白色のプラスチック板を用い、裏面には認定証作成後に記入する文字が容易に消え

ない処理を施すこと。 
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様
式
第
５
の
６
（
第
９
条
の
７
関
係
）

様式第5の6(第9条の7関係) 

表面 

 

 

 

裏面 

     

備考 白色のプラスチック板を用い、裏面には認定証作成後に記入する文字が容易に消え

ない処理を施すこと。 

様
式
第
５
の
７
（
第
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第5の7（第9条の10関係）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定講習機関指定申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法施行規則第9条の10の規定により次のとおり電気工事士法第 4条の3の指定を受けたいので、申請します。 定期講習業務を開始しようと する年月日 （備考）用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

19



様
式
第
５
の
８
（
第
９
条
の
１
２
関
係
）

様式第5の8（第9条の12関係）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定講習機関変更等届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法施行規則第9条の12の規定により指定を受けた講習機関につ いて、次のとおり変更しますので届け出ます。 1．指定講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．変更の内容 従前の内容変更後の内容 4．変更の年月日 5．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
５
の
９
（
第
９
条
の
１
３
関
係
）

様式第5の9（第9条の13関係）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定講習機関更新申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法施行規則第9条の13第1項の規定により指定の更新を受けた いので、次のとおり申請します。 1．指定講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
５
の
１
０
（
第
９
条
の
１
４
）

様式第5の10（第9条の14）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定講習機関事業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定講習機関の地位を承継したので、電気工事士法施行規則第9条の14第 2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継の原因 承継を受けた年月日 承継した指定講習機 関に係る指定年月日 及び番号 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
５
の
１
１
（
第
９
条
の
１
６
）

様式第5の11（第9条の16）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 定期講習業務規程届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり定期講習業務規程を定めたので、電気工事士法施行規則第9 条の16第1項の規定により届け出ます。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
５
の
１
２
（
第
９
条
の
１
６
）

様式第5の12（第9条の16）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 定期講習業務規程変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 定期講習業務規程を次のとおり変更したいので、電気工事士法規則第9条 の16第1項の規定により届け出ます。 1．指定講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．変更の内容 従前の内容変更後の内容 4．変更の年月日 5．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
５
の
１
３
（
第
９
条
の
１
７
）

様式第5の13（第9条の17）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定講習機関業務廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定事業を廃止したいので、電気工事士法施行規則第9条の17の規定によ り次のとおり届け出ます。 廃止予定年月日 指定講習機関の指定年 月日及び番号 指定事業を廃止する理 由 （廃止予定年月日がそ の年度の末日以外の場 合は、その理由） 廃止に伴い講じる措置 廃止後の問合せ先 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2「廃止に伴い講じる措置」の欄には、廃止の事実の周知方法、廃止 予定年月日において受講を修了していない者に講じる措置等を記載す ること。  
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様
式
第
５
の
１
４
（
第
９
条
の
１
８
）

様式第5の14（第9条の18）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 定期講習実施計画届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり定期講習の実施計画を作成したので、電気工事士法施行規則 第9条の18第1項の規定により届け出ます。 作成した実施計画の年度 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
５
の
１
５
（
第
９
条
の
１
９
）

様式第5の15（第9条の19）（平24経産令42・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 定期講習実施結果報告書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり定期講習業務を実施したので、電気工事士法施行規則第9条 の19第1項の規定により報告します。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
６
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第6（第13条関係）（昭59通産令85・全改、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定試験機関指定申請書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法第7条第2項の規定により次のとおり同条第1項の指定を 受けたいので申請します。 試験事務を開始しようとする年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
７
（
第
１
３
条
の
２
関
係
）

様式第7（第13条の2関係）（昭59通産令85・追加、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 事務所変更届出書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 次のとおり事務所の変更をしたいので、電気工事士法施行規則第13条の 2の規定により届け出ます。 変更の内容 変更の年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
８
（
第
１
３
条
の
３
関
係
）

様式第8（第13条の3関係）（昭59通産令85・追加、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 試験事務規程設定認可申請書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法第7条の4第1項の規定により別紙試験事務規程のとおり 試験事務規程の設定の認可を受けたいので申請します。 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
９
（
第
１
３
条
の
３
関
係
）

様式第9（第13条の3関係）（昭59通産令85・追加、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 試験事務規程変更認可申請書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法第7条の4第1項の規定により次のとおり試験事務規程の 変更の認可を受けたいので申請します。 変更の内容 変更予定年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
０
（
第
１
３
条
の
４
関
係
）

様式第10（第13条の4関係）（昭59通産令85・追加、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 試験事務休止（廃止）許可申請書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法第17条の5の規定により次のとおり試験事務の一部（全 部）の休止（廃止）の許可を受けたいので申請します。 休止の予定年月日及び予定期間 （廃止の予定年月日） 休止（廃止）しようとする試験 事務の内容 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
１
（
第
１
３
条
の
５
関
係
）

様式第11（第13条の5関係）（昭59通産令85・追加、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 事業計画及び収支予算認可申請書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法第7条の6第1項の規定により別紙のとおり事業計画及び 収支予算の認可を受けたいので申請します。 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
２
（
第
１
３
条
の
５
関
係
）

様式第12（第13条の5関係）（昭59通産令85・追加、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 事業計画（収支予算）変更認可申請書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法第7条の6第1項の規定により次のとおり事業計画（収支 予算）の変更の認可を受けたいので申請します。 変更の内容 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
３
（
第
１
３
条
の
６
関
係
）

様式第13（第13条の6関係）（昭59通産令85・追加、平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 役員の選任又は解任認可申請書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法第7条の7の規定により次のとおり役員の選任（解任）の 認可を受けたいので申請します。 選任（解任）しようとす る役員の氏名及び略歴 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
４
（
第
１
３
条
の
８
関
係
）

様式第14（第13条の8関係）（昭59通産令85・追加、昭63通産令41・平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 第種電気工事士試験に係る試験員の選任（変更）届出書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 次のとおり第種電気工事士試験に係る試験員の選任をした（第種電 気工事士試験に係る試験員に変更があつた）ので、電気工事士法第7条の 9第3項の規定により届け出ます。 選任した（変更があつた） 第種電気工事士試験に 係る試験員の氏名及び略 歴 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
５
（
第
１
３
条
の
９
関
係
）

様式第15（第13条の9関係）（昭59通産令85・追加、昭63通産令41・平7通産令101・平11通産令50・令元経産令17・一部改正） 第種試験結果報告書 年月日 殿 住所 名称及び代表者の氏名 電気工事士法施行規則第13条の9の規定により次のとおり報告します。 実施年月日 申請者数 受験者数 合格者数 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
６
（
第
１
３
条
の
１
０
関
係
）

様式第16（第13条の10関係）（昭59通産令85・追加、平12通産令312・令元経産令17・一部改正） 表面 電気工事士法第7条の11の規定による立入検査証 職名 写氏名 年月日生 押出スタンプ 年月日発行 真発行者 裏面 電気工事士法抜すい 第7条の11経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、そ の職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳 簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ る。 第14条の2次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試 験機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。 二第7条の11第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避 し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の 陳述をしたとき。 備考この用紙の大きさは日本産業規格B8とすること。  
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